
児童福祉法等の一部を改正する法律

（あらまし）

平成9年6月11日

平成9年法律74号・厚　生　省

第一　改正の趣旨

少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭と

地域の子育て機能の低下等児童及び家庭を取り巻く

環境の変化を踏まえ、児童の福祉の増進を図るため、

市町村の措置による保育所入所の仕組みを情報の提

供に基づき保護者が保育所を選択する仕組みに改め、

保護を要する児童を対象とする児童福祉施設の名称

及び機能の見直し、並びに児童家庭支援センターの

創設による地域の相談援助体制の整備等の措置を講

ずるほか、所要の規定の整備を行うものとすること。

第二　児童福祉法の一部改正の要点

一　保育所に関する事項

1　保育所への入所の仕組みに関する事項（第二十

四条関係）

（1）市町村は、保育に欠ける乳幼児等の保護者か

らの申込みがあったときは、それらの児童を保

育所において保育しなければならないこととし

た。（第二十四条第一項関係）

（2）保育の実施を希望する保護者は、希望する保

育所等を記載して市町村に申込みを行うことと

した。この場合において、保育所は保護者に代

わって申込みを行うことができることとした。（第

二十四条第二項関係）
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（3）市町村は、一の保育所について申込児童のす

べてが入所するときに適切な保育が困難となる

等の場合には、入所児童を公正な方法で選考で

きることとした。（第二十四条第三項関係）

（4）市町村は、福祉事務所又は児童相談所より保

育の実施が適当である旨の報告又は通知を受け

た児童の保護者に保育の実施の申込みの勧奨を

しなければならないこととした。（第二十四条第

四項関係）

（5）市町村は、保護者の保育所の選択及び保育所

の適正な運営の確保に資するため、保育所の設

備及び運営の状況等の情報提供を行わなければ

ならないこととした。（第二十四条第五項関係）

2　保育所による情報提供及び保育相談に関する事

項

保育所は、地域の住民に対し、その保育に関し

情報提供を行うとともに、乳幼児等の保育に関す

る相談に応じ、助言を行うよう努めなければなら

ないこととした。（第四十八条の二関係）

3　保育費用の徴収に関する事項

保育所の保育費用を支弁した市町村長等は、本

人又はその扶養義務者から保育費用を徴収した場

合の家計に与える影響を考慮して児童の年齢等に

応じて定める額を徴収できることとした。（第五十

六条第三項関係）

二　放課後児童健全育成事業に関する事項

1　放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働等
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により昼間家庭にいない小学校低学年児童に対し、

授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な

遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図

る事業をいうこととした。（第六条の二第六項関係）

2　市町村は、放課後児童健全育成事業について、

対象となる児童の同事業の利用に関する相談及び

助言、地域の実情に応じた同事業の実施、同事業

を行う者との連携等により、対象となる児童の同

事業の利用の促進に努めることとした。（第二十一

条の十一関係）

3　市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉

事業法の定めるところにより、放課後児童健全育

成事業を行うことができることとした。（第三十四

条の七関係）

三　児童相談所に関する事項

1　児童相談所長の都道府県知事への報告書の記載

事項に、児童の家庭環境並びに措置についての児

童及びその保護者の意向を追加することとした。（第

二十六条第二項関係）

2　都道府県知事は、施設入所等の措置の決定及び

その解除等に当たって、一定の場合には、都道府

県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない

こととした。（第八条第五項及び第二十七条第八項

関係）

3　都道府県知事は、保護処分の決定を受けた児童

につき、当該決定に従った施設入所措置を採らな

ければならないこととした。（第二十七条の二関係）

四　児童自立生活援助事業に関する事項

都道府県は、義務教育終了後の児童であって施

設入所等の措置のうち政令で定めるものを解除さ

れたもの等の自立を図るため、共同生活を営むべ

き住居において相談その他の日常生活上の援助及

び生活指導を行い、又は行うことを委託する措置

を採ることができることとし、この事業を児童自

立生活援助事業として児童居宅生活支援事業に位

置付けることとした。なお、当該措置を採った児

童については、その児童が満二十歳になるまで引

き続き当該措置を継続することができることとし

た。（第六条の二第一項及び第五項並びに第二十七

条第九項並びに第三十一条第四項関係）

五　児童福祉施投の名称及び機能に関する事項

1　乳児院に、乳児のほか、保健上その他の理由に

より特に必要のある場合には、おおむね二歳未満

の幼児を入院させることができることとした。（第

三十七条関係）

2　母子寮の目的に、入所者の自立の促進のために

その生活を支援することを加え、児童が満二十歳

になるまで引き続き母子を在所させることができ

ることとし、その名称を母子生活支援施設に改称

することとした。（第三十一条第一項及び第三十八

条関係）

3　養護施設が児童の自立を支援することを明確化

し、その名称を児童養護施設に改称することとし

た。（第四十一条関係）

4　虚弱児施設に係る規定を削除し、法律の施行の

際現に存する虚弱児施設は児童養護施設とみなす

こととした。（第四十三条の二及び附則第五条第二

項関係）

5　情緒障害児短期治療施設の対象児童の年齢要件

に係る規定を削除するとともに、児童が満二十歳

になるまで引き続きその者を在所させることがで

きることとした。また、施設長の入所児童を就学

させる義務を規定することとした。（第三十一条第

二項、第四十三条の五及び第四十八条第一項関係）

6　教護院

（1）教護院の対象児童を、不良行為をなし、又は

なすおそれのある児童のほか、家庭環境その他

の環境上の理由により生活指導等を要する児童

とするとともに、その機能を、入所又は通所に

より個々の児童の状況に応じて必要な指導を行

い、その自立を支援することとし、その名称を

児童自立支援施設に改称することとした。（第四

十四条関係）

（2）施設長の入所児童を就学させる義務を規定す

るとともに、在院中小中学校に準ずる教科を修

めた児童に対する修了証書の発行に係る規定等

を削除することとした。なお、当分の間、施設

長は修了証書の発行をすることができることと

した。（第四十八条及び附則第七条関係）

六　児童家庭支援センターに関する事項

（1）児童相談所長又は都道府県は、児童又はその
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保護者を児童家庭支援センターの職員に指導さ

せ、又は指導を委託する措置を採ることができ

ることとした。（第二十六条第一項及び第二十七

条第一項関係）

（2）地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、

児童、母子家庭、地域住民などからの相談に応

じ、必要な助言を行うとともに、保護を要する

児童に対する指導及び児童相談所等との連絡調

整等を総合的に行うことを目的とする児童福祉

施設として、児童家庭支援センターを設けるこ

ととした。（第四十四条の二第一項関係）

（3）児童家庭支援センターは厚生省令の定める児

童福祉施設に附置するものとするとともに、児

童家庭支援センターの職員について守秘義務規

定を設けることとした。（第四十四条の二第二項

及び第三項関係）

七　関係地方公共団体等の連携等に関する事項

現行の地方公共団体相互間の連絡調整の責務の

対象事務を保育の実施等に拡大するとともに、児

童居宅生活支援事業等を行う者及び児童福祉施設

の設置者は、相互に連携し、児童及び家庭からの

相談に応ずるなどの地域の実情に応じた積極的な

支援に努めなければならないこととした。（第五十

六条の六第一項及び第二項関係）

第三　社会福祉事業法の一部改正の要点

新たに児童福祉法にいう児童自立生活援助事業、

放課後児童健全育成事業及び児童家庭支援センター

を経営する事業を第二種社会福祉事業とすることと

した。（第二条第二項及び第三項関係）

第四　母子及び寡婦福祉法の一部改正
の要点

母子家庭の母及び児童の就労支援のため、公共職

業安定所と相互に協力するものとして、母子相談員

その他母子家庭の福祉に関する機関に加え、児童家

庭支援センター、母子生活支援施設及び母子福祉団

体を規定することとした。（第十九条第二項関係）

第五　施行期日等

この法律は、平成十年四月一日から施行すること

とした。
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